
昭
和
六
年
司
法
省
令
第
二
十
二
号

抵
当
証
券
法
施
行
細
則

抵
当
証
券
法
施
行
細
則
左
ノ
通
相
定
ム

第
一
章
　
抵
当
証
券
ニ
関
ス
ル
帳
簿

第
一
条
　
登
記
所
ニ
ハ
左
ノ
帳
簿
ヲ
備
フ

一
　
抵
当
証
券
控
綴
込
帳

二
　
事
件
簿

三
　
催
告
簿

四
　
共
同
証
券
嘱
託
簿

五
　
共
同
証
券
受
託
簿

六
　
受
領
証
原
符
元
簿

七
　
還
納
証
券
綴
込
帳

八
　
雑
申
請
書
類
綴
込
帳

前
項
ノ
帳
簿
ハ
年
毎
ニ
別
冊
ト
為
ス
ベ
シ
但
シ
分
冊
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

登
記
所
ニ
ハ
第
一
項
ノ
帳
簿
ノ
外
必
要
ナ
ル
帳
簿
ヲ
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
申
請
書
、
嘱
託
書
、
通
知
書
其
ノ
他
抵
当
証
券
交
付
ニ
関
ス
ル
書
類
ハ
本
令
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
総
テ
交
付
申
請
又
ハ
作
成
嘱
託
ア
リ
タ
ル
毎
ニ
一
ノ
事
件
記
録
ト
シ
テ
之
ヲ
編
綴
ス
ベ
シ
但
シ
抵
当
証
券
法

（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
ノ
書
面
ノ
ミ
ハ
別
ニ
之
ヲ
保
管
ス
ベ
シ

前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
抵
当
証
券
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ノ
書
面
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
抵
当
証
券
ヲ
交
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
速
ニ
其
ノ
書
面
ヲ
廃
棄
ス
ベ
シ

第
三
条
　
事
件
簿
ハ
附
録
第
三
号
様
式
ニ
依
リ
之
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

第
四
条
　
催
告
簿
ハ
附
録
第
四
号
様
式
ニ
依
リ
之
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

第
五
条
　
共
同
証
券
嘱
託
簿
ハ
附
録
第
五
号
様
式
ニ
依
リ
之
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

第
六
条
　
共
同
証
券
受
託
簿
ハ
附
録
第
六
号
様
式
ニ
依
リ
之
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

第
七
条
　
受
領
証
原
符
元
簿
ハ
附
録
第
七
号
様
式
ニ
依
リ
之
ヲ
調
製
ス
ベ
シ

第
八
条
　
削
除

第
九
条
　
抵
当
証
券
ノ
記
載
変
更
ノ
申
請
、
抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
ノ
請
求
又
ハ
抵
当
証
券
控
若
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ニ
関
ス
ル
書
類
其
ノ
他
第
二
条
ニ
掲
グ
ル
以
外
ノ
書
類
ハ
雑
申
請
書
類
綴
込
帳
ニ
綴
込
ム

ベ
シ

第
十
条
　
抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
又
ハ
抵
当
証
券
控
若
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ヲ
請
求
ス
ル
者
ハ
請
求
書
ヲ
提
出
ス
ベ
シ

前
項
ノ
請
求
書
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

一
　
請
求
人
ノ
氏
名
又
ハ
名
称

二
　
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
又
ハ
閲
覧
ノ
目
的
タ
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
表
示
但
シ
抄
本
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
請
求
ス
ル
部
分
ヲ
モ
明
示
ス
ベ
シ

三
　
請
求
ノ
通
数
（
閲
覧
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
）

四
　
送
付
ノ
方
法
ニ
依
リ
謄
本
又
ハ
抄
本
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
及
送
付
先
ノ
住
所

五
　
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
一
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
閲
覧
ス
ル
部
分

及
当
該
部
分
ヲ
閲
覧
ス
ル
正
当
ナ
ル
事
由

六
　
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
閲
覧
ス
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ガ
自
己
ガ
申
請

人
タ
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
タ
ル
旨

前
項
第
五
号
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
同
号
ノ
正
当
ナ
ル
事
由
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
記
官
ガ
求
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
書
面
又
ハ
其
ノ
写
ヲ
登
記
官
ニ
提
出
ス
ベ
シ

第
二
項
第
六
号
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
同
号
ノ
閲
覧
ス
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ガ
自
己
ガ
申
請
人
タ
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
タ
ル
旨
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
記
官
ガ
求
メ
タ

ル
ト
キ
ハ
当
該
書
面
又
ハ
其
ノ
写
ヲ
登
記
官
ニ
提
出
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
請
求
人
ガ
法
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
当
該
法
人
ノ
代
表
者
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
但
シ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
当
該
法
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百

二
十
五
号
）
第
七
条
（
他
ノ
法
令
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ニ
規
定
ス
ル
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
謂
ウ
以
下
同
ジ
）
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
一
項
ノ
請
求
ヲ
代
理
人
ニ
依
リ
テ
為
ス
ト
キ
ハ
其
ノ
権
限
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
但
シ
支
配
人
等
（
支
配
人
其
ノ
他
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
法
人
ヲ
代
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
旨
ノ
登
記
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ

ヲ
謂
ウ
第
二
十
二
条
第
二
項
ニ
於
テ
同
ジ
）
ガ
法
人
ヲ
代
理
シ
テ
第
一
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
当
該
法
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

法
人
タ
ル
代
理
人
ニ
依
リ
テ
第
一
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
同
項
ノ
請
求
書
ニ
当
該
代
理
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
代
理
人
ノ
代
表
者
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
十
一
条
　
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
第
百
二
十
一
条
第
三
項
乃
至
第
五
項
ノ
手
数
料
ハ
収
入
印
紙
ヲ
請
求
書
ニ
貼
付
シ
テ
之
ヲ
納
付
ス
ベ
シ
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送
付
ノ
方
法
ニ
依
リ
抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
又
ハ
抄
本
ヲ
交
付
ス
ル
場
合
ノ
送
付
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
郵
便
切
手
又
ハ
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
ニ
規
定
ス

ル
一
般
信
書
便
事
業
者
若
ク
ハ
同
条
第
九
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
信
書
便
事
業
者
（
以
下
信
書
便
事
業
者
ト
称
ス
）
ニ
ヨ
ル
同
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
信
書
便
（
以
下
信
書
便
ト
称
ス
）
ノ
役
務
ニ
関
ス
ル
料
金
ノ
支
払
ノ
タ
メ
ニ
使
用

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
証
票
ニ
シ
テ
法
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
之
ヲ
納
付
ス
ベ
シ

前
項
ノ
指
定
ハ
告
示
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
十
二
条
　
削
除

第
十
三
条
　
抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
ハ
登
記
官
其
ノ
抵
当
証
券
控
ノ
用
紙
ノ
全
部
ヲ
遺
漏
ナ
ク
謄
写
シ
テ
之
ヲ
作
リ
其
ノ
末
尾
ニ
抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
ナ
ル
旨
ノ
認
証
文
ヲ
附
記
シ
之
ニ
年
月
日
及
職
氏
名
ヲ
記
載
シ
テ
職
印
ヲ
押
捺
シ
毎

葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ル
措
置
ヲ
為
ス
ベ
シ

抵
当
証
券
控
ノ
謄
本
又
ハ
抄
本
ヲ
交
付
ス
ル
ト
キ
ハ
請
求
書
ニ
謄
本
又
ハ
抄
本
ノ
数
及
交
付
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

前
二
項
ノ
規
定
ハ
抵
当
証
券
ノ
抄
本
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
十
四
条
　
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ハ
登
記
官
ノ
面
前
ニ
於
テ
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ベ
シ

２
　
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
二
条
第
三
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ニ
付
之
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
同
条
第
三
項
中
「
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
」
ト
ア
ル
ハ
「
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
抵
当
証
券
の
控
え
及
び
そ
の
附
属
書
類
」
ト
読
替
フ
ル

モ
ノ
ト
ス

第
十
五
条
　
抵
当
証
券
控
綴
込
帳
及
事
件
記
録
ハ
三
十
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ

事
件
簿
、
還
納
証
券
綴
込
帳
及
雑
申
請
書
類
綴
込
帳
ハ
十
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ

催
告
簿
、
共
同
証
券
嘱
託
簿
、
共
同
証
券
受
託
簿
及
受
領
証
原
符
元
簿
ハ
三
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ベ
シ

前
三
項
ノ
帳
簿
ノ
保
存
期
間
ハ
当
該
年
度
ノ
翌
年
ヨ
リ
、
事
件
記
録
ノ
保
存
期
間
ハ
事
件
完
結
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

第
十
六
条
　
登
記
所
ニ
於
テ
前
条
ノ
帳
簿
又
ハ
事
件
記
録
ヲ
廃
毀
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
目
録
ヲ
作
リ
法
務
局
又
ハ
地
方
法
務
局
ノ
長
ニ
申
報
ス
ベ
シ

第
二
章
　
抵
当
証
券
交
付
申
請
ノ
手
続

第
十
七
条
　
削
除

第
十
八
条
　
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
書
ニ
ハ
手
数
料
ノ
金
額
ヲ
モ
記
載
ス
ベ
シ

手
数
料
ハ
収
入
印
紙
ヲ
申
請
書
ニ
貼
付
シ
テ
之
ヲ
納
付
ス
ベ
シ

第
十
九
条
　
申
請
書
ガ
数
葉
ニ
渉
ル
ト
キ
ハ
申
請
人
ハ
毎
葉
ニ
丁
数
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
其
ノ
他
ノ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
条
　
抵
当
権
ノ
目
的
タ
ル
物
件
ガ
五
個
以
上
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
抵
当
証
券
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
ノ
手
形
ア
ル
ト
キ
ハ
抵
当
証
券
法
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
発
ス
ベ
キ
催
告
書
ノ
数
ニ
応
ジ
物
件
目
録
又
ハ
手
形
ノ
写
本
ヲ
提
出

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
一
条
　
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
ノ
場
合
ニ
ハ
申
請
書
ニ
登
記
識
別
情
報
ヲ
提
供
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
事
由
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
二
十
一
条
ノ
二
　
申
請
書
ニ
ハ
抵
当
権
ガ
債
権
ノ
全
部
ノ
弁
済
ヲ
担
保
ス
ル
ニ
足
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
二
十
二
条
　
法
人
ガ
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
申
請
書
ニ
当
該
法
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
申
請
書
ニ
当
該
法
人
ノ
代
表
者
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

支
配
人
等
ガ
法
人
ヲ
代
理
シ
テ
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
申
請
書
ニ
当
該
法
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
申
請
書
ニ
当
該
支
配
人
等
ノ
権
限
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

法
人
タ
ル
代
理
人
ニ
依
リ
テ
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
申
請
書
ニ
当
該
代
理
人
ノ
会
社
法
人
等
番
号
ヲ
モ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
申
請
書
ニ
当
該
代
理
人
ノ
代
表
者
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ズ

第
二
十
三
条
　
同
一
ノ
登
記
所
ニ
対
シ
同
時
ニ
数
個
ノ
申
請
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
抵
当
証
券
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
ノ
書
面
ハ
一
個
ノ
申
請
書
ノ
ミ
ニ
一
通
ヲ
添
附
ス
ル
ヲ
以
テ
足
ル

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
他
ノ
各
申
請
書
ニ
其
ノ
旨
ヲ
附
記
ス
ベ
シ

第
二
十
四
条
　
抵
当
証
券
法
第
三
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
提
出
ス
ベ
キ
登
記
事
項
証
明
書
ハ
不
動
産
登
記
規
則
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ノ
現
在
事
項
証
明
書
ヲ
以
テ
足
ル

第
二
十
五
条
　
抵
当
証
券
法
第
三
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
提
出
ス
ベ
キ
附
属
書
面
ノ
写
本
ニ
ハ
申
請
人
原
本
ト
相
違
ナ
キ
旨
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
二
十
六
条
　
申
請
人
ハ
申
請
書
ニ
添
附
シ
タ
ル
書
面
ノ
原
本
ノ
還
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
当
該
申
請
ノ
為
ニ
ノ
ミ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
委
任
状
其
ノ
他
ノ
書
類
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

前
項
ノ
請
求
ヲ
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
申
請
書
ニ
其
ノ
旨
ヲ
記
載
シ
且
之
ニ
其
ノ
原
本
ト
相
違
ナ
キ
旨
ヲ
記
載
シ
タ
ル
謄
本
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

登
記
官
ガ
書
面
ノ
原
本
ヲ
還
付
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
謄
本
ニ
原
本
還
付
ノ
旨
ヲ
記
載
シ
テ
捺
印
ス
ベ
シ

第
三
章
　
抵
当
証
券
交
付
ノ
手
続

第
二
十
七
条
　
登
記
官
ガ
申
請
書
ヲ
受
取
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
申
請
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
事
項
ヲ
調
査
ス
ベ
シ

第
二
十
八
条
　
登
記
官
ガ
申
請
ヲ
受
附
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
件
簿
ニ
受
附
ノ
月
日
、
事
件
番
号
、
申
請
人
ノ
住
所
氏
名
、
債
権
額
及
抵
当
権
ノ
目
的
ノ
表
示
ヲ
記
載
シ
且
附
録
第
七
号
様
式
ニ
依
ル
受
領
証
原
符
及
受
領
証
ニ
相
当
ノ
記
載

ヲ
為
シ
其
ノ
受
領
証
ヲ
申
請
人
ニ
交
付
ス
ベ
シ

前
項
ノ
記
載
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
申
請
人
ガ
多
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
申
請
書
ニ
掲
ゲ
タ
ル
筆
頭
ノ
者
ノ
住
所
氏
名
及
他
ノ
人
員
ヲ
記
載
ス
ル
ヲ
以
テ
足
ル
抵
当
権
ノ
目
的
ガ
多
数
ナ
ル
ト
キ
亦
之
ニ
準
ズ

第
二
十
九
条
　
不
動
産
登
記
規
則
第
五
十
九
条
ノ
規
定
ハ
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
二
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
調
査
ヲ
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

不
動
産
登
記
規
則
第
七
十
条
及
第
七
十
二
条
ノ
規
定
ハ
抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
第
四
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
条
　
抵
当
証
券
法
第
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
嘱
託
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
登
記
官
ハ
共
同
証
券
嘱
託
簿
ニ
共
同
証
券
嘱
託
簿
番
号
、
事
件
番
号
、
受
託
登
記
所
ノ
名
称
及
嘱
託
ノ
月
日
ヲ
記
載
シ
且
事
件
簿
ニ
共
同
証
券
嘱

託
簿
番
号
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
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第
三
十
一
条
　
受
託
登
記
所
ノ
登
記
官
ガ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
嘱
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
新
ニ
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ノ
例
ニ
倣
ヒ
事
件
簿
ニ
第
二
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
記
載
ヲ
為
シ
尚
其
ノ
事
件
番
号
欄

ニ
「
何
登
記
所
ヨ
リ
受
託
」
ト
附
記
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
登
記
官
ハ
共
同
証
券
受
託
簿
ニ
共
同
証
券
受
託
簿
番
号
、
事
件
番
号
、
嘱
託
登
記
所
ノ
名
称
、
受
託
ノ
月
日
及
他
ノ
受
託
登
記
所
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
名
称
ヲ
記
載
シ
且
事
件
簿
ニ
共
同
証
券
受
託
簿
番
号
ヲ

記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
二
条
　
共
同
証
券
嘱
託
簿
及
共
同
証
券
受
託
簿
ノ
記
載
ハ
一
事
件
毎
ニ
各
欄
ヲ
貫
通
シ
タ
ル
縦
線
ヲ
劃
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
三
十
三
条
　
抵
当
証
券
法
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
後
催
告
書
ニ
記
載
ス
ベ
キ
事
項
ニ
付
申
請
ノ
変
更
又
ハ
更
正
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
更
ニ
一
定
ノ
期
間
ヲ
定
メ
異
議
ノ
追
加
催
告
ヲ
為
ス
ベ
シ

前
項
ノ
追
加
催
告
書
ニ
ハ
前
ニ
為
シ
タ
ル
催
告
ニ
対
シ
過
失
ナ
ク
シ
テ
異
議
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
事
由
及
其
ノ
催
告
期
間
後
ニ
生
ジ
タ
ル
事
由
ニ
付
テ
モ
異
議
ヲ
申
立
ツ
ベ
キ
旨
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
四
条
　
登
記
官
異
議
ノ
催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
催
告
簿
ニ
催
告
番
号
、
事
件
番
号
、
被
催
告
人
ノ
住
所
氏
名
及
催
告
ノ
月
日
ヲ
記
載
シ
且
事
件
簿
ニ
催
告
番
号
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
異
議
ノ
追
加
催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
記
載
ノ
外
催
告
簿
ノ
備
考
欄
ニ
追
加
催
告
ナ
ル
旨
及
前
ニ
為
シ
タ
ル
催
告
ノ
番
号
ヲ
記
載
シ
同
時
ニ
前
ニ
為
シ
タ
ル
催
告
ノ
備
考
欄
ニ
追
加
催
告
ノ
番
号
ヲ
記

載
ス
ベ
シ

被
催
告
人
ノ
住
所
不
明
等
ノ
為
催
告
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
備
考
欄
ニ
其
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
五
条
　
異
議
ノ
催
告
ハ
書
留
配
達
証
明
郵
便
又
ハ
信
書
便
ノ
役
務
ニ
シ
テ
信
書
便
事
業
者
ニ
於
テ
引
受
及
配
達
ノ
記
録
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
配
達
若
ク
ハ
交
付
ノ
事
実
ヲ
証
明
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
三
十
六
条
　
第
二
十
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
物
件
目
録
又
ハ
手
形
ノ
写
本
ヲ
提
出
セ
シ
メ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
催
告
書
ニ
添
附
シ
テ
其
ノ
記
載
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
七
条
　
異
議
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
催
告
簿
ニ
其
ノ
受
附
ノ
年
月
日
ノ
記
載
ヲ
為
シ
タ
ル
上
異
議
申
立
書
ニ
事
件
記
録
ヲ
添
ヘ
テ
管
轄
地
方
裁
判
所
ニ
送
付
ス
ベ
シ

催
告
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ヨ
リ
催
告
前
ニ
異
議
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
上
前
項
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ベ
シ

前
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
事
件
記
録
ヲ
管
轄
地
方
裁
判
所
ニ
送
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
催
告
簿
ニ
其
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
八
条
　
数
個
ノ
登
記
所
ニ
於
テ
共
同
証
券
ヲ
作
成
ス
ベ
キ
場
合
ニ
其
ノ
一
ノ
登
記
所
ニ
期
間
内
ニ
異
議
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
直
ニ
其
ノ
旨
ヲ
総
テ
ノ
関
係
登
記
所
ニ
通
知
ス
ベ
シ
一
ノ
登
記
所
ニ
於
テ
抵
当
証
券

ノ
発
行
ヲ
妨
グ
ル
事
由
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
三
十
九
条
　
異
議
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
後
登
記
官
ガ
抵
当
証
券
交
付
ノ
申
請
ヲ
却
下
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
ヲ
管
轄
区
裁
判
所
ニ
通
知
ス
ベ
シ
抵
当
証
券
交
付
申
請
ノ
取
下
ア
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
四
十
条
　
異
議
ニ
関
ス
ル
裁
判
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
一
審
裁
判
所
ヨ
リ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
結
果
及
確
定
ノ
年
月
日
ヲ
総
テ
ノ
関
係
登
記
所
ニ
通
知
シ
且
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
件
記
録
ヲ
各
登
記
所
ニ
返
送
ス
ベ
シ
異
議
ノ
取
下
ア
リ
タ

ル
ト
キ
亦
之
ニ
準
ズ

第
四
十
一
条
　
数
個
ノ
登
記
所
ニ
於
テ
共
同
証
券
ヲ
作
成
ス
ベ
キ
場
合
ニ
嘱
託
登
記
所
ノ
登
記
官
ガ
証
券
交
付
申
請
ヲ
却
下
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
総
テ
ノ
受
託
登
記
所
ニ
対
シ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
及
年
月
日
ヲ
通
知
シ
且
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
証

券
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
返
送
ス
ベ
シ
証
券
交
付
申
請
ノ
取
下
ア
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
四
十
二
条
　
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
若
ハ
前
条
ノ
通
知
又
ハ
不
動
産
登
記
法
第
九
十
四
条
第
三
項
ノ
嘱
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ノ
登
記
官
ハ
共
同
証
券
嘱
託
簿
又
ハ
共
同
証
券
受
託
簿
ニ
其
ノ
旨
並
ニ
第
三
十
八
条
ノ
通
知
及
第
四

十
条
ノ
通
知
中
異
議
ノ
却
下
又
ハ
取
下
ノ
通
知
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
月
日
、
其
ノ
他
ノ
通
知
又
ハ
嘱
託
ニ
付
テ
ハ
通
知
又
ハ
嘱
託
ノ
事
由
発
生
ノ
年
月
日
ヲ
夫
夫
記
載
ス
ベ
シ

自
ラ
申
立
ヲ
受
理
シ
タ
ル
異
議
ニ
付
テ
第
四
十
条
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ノ
登
記
官
ハ
催
告
簿
ニ
モ
其
ノ
旨
及
記
録
ノ
返
還
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
月
日
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
四
十
三
条
　
受
託
登
記
所
ノ
登
記
官
ハ
証
券
ヲ
作
成
シ
テ
嘱
託
登
記
所
ニ
送
付
シ
タ
ル
場
合
及
申
請
ノ
却
下
又
ハ
取
下
ア
リ
タ
ル
ニ
因
リ
之
ガ
返
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
共
同
証
券
受
託
簿
ニ
其
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

嘱
託
登
記
所
ノ
登
記
官
ハ
受
託
登
記
所
ヨ
リ
証
券
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
及
申
請
ノ
却
下
又
ハ
取
下
ア
リ
タ
ル
ニ
因
リ
之
ヲ
受
託
登
記
所
ニ
返
付
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
共
同
証
券
嘱
託
簿
ニ
其
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
四
十
四
条
　
抵
当
証
券
ハ
附
録
第
一
号
様
式
ニ
依
リ
調
製
シ
タ
ル
用
紙
ヲ
用
ヒ
之
ヲ
作
成
ス
ベ
シ

証
券
番
号
ハ
其
ノ
登
記
所
ニ
於
ケ
ル
証
券
作
成
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
之
ヲ
附
ス
ベ
シ

証
券
用
紙
中
表
面
上
半
部
ガ
余
白
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
附
録
第
一
号
（
ハ
）
ノ
様
式
ニ
依
ル
継
続
用
紙
、
目
的
ノ
表
示
欄
ガ
余
白
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
号
（
ロ
）
ノ
様
式
ニ
依
ル
継
続
用
紙
ヲ
之
ニ
編
綴
シ
毎
葉
ノ
綴

目
ニ
契
印
ス
ベ
シ

目
的
ノ
表
示
欄
ニ
記
載
ヲ
為
ス
ニ
ハ
目
的
一
個
毎
ニ
縦
線
ヲ
劃
ス
ベ
シ

証
券
用
紙
表
面
上
半
部
中
或
欄
ニ
記
載
ヲ
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ト
キ
ハ
墨
線
ヲ
以
テ
其
ノ
欄
ノ
印
刷
文
字
ヲ
抹
消
シ
捺
印
ス
ベ
シ

目
的
ノ
表
示
欄
又
ハ
予
備
欄
ニ
余
白
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
余
白
ニ
墨
線
ヲ
交
叉
ス
ベ
シ

受
託
登
記
所
ニ
於
テ
作
成
ス
ル
証
券
ノ
裏
書
欄
及
元
本
又
ハ
利
息
ノ
受
領
欄
ニ
ハ
墨
線
ヲ
交
叉
ス
ベ
シ

証
券
用
紙
中
表
面
上
半
部
ノ
見
易
キ
箇
所
ニ
左
ノ
文
言
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

注
意
　
こ
の
債
権
は
、
政
府
が
弁
済
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。

第
四
十
五
条
　
抵
当
証
券
ヲ
作
成
ス
ル
ニ
当
リ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
登
記
官
ハ
附
録
第
九
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
夫
夫
証
券
ニ
押
捺
ス
ベ
シ

一
　
抵
当
権
ノ
移
転
又
ハ
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
百
七
十
六
条
第
一
項
ニ
掲
グ
ル
処
分
ノ
仮
登
記
ア
ル
ト
キ

二
　
抵
当
権
ノ
目
的
タ
ル
土
地
、
建
物
又
ハ
地
上
権
ニ
付
抵
当
権
設
定
登
記
前
ニ
為
サ
レ
タ
ル
移
転
ノ
仮
登
記
又
ハ
仮
差
押
、
処
分
禁
止
ノ
仮
処
分
、
競
売
申
立
若
ハ
滞
納
処
分
ニ
因
ル
差
押
ノ
登
記
ア
ル
ト
キ

三
　
被
催
告
人
所
在
不
明
等
ノ
為
之
ニ
対
シ
異
議
ノ
催
告
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ト
キ

第
四
十
六
条
　
前
条
第
一
号
及
第
二
号
ノ
登
記
ガ
後
日
抹
消
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
証
券
所
持
人
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
前
条
ノ
印
ヲ
朱
抹
シ
捺
印
ス
ベ
シ

第
四
十
七
条
　
数
個
ノ
登
記
所
ニ
於
テ
共
同
証
券
ヲ
作
成
ス
ル
場
合
ニ
ハ
嘱
託
登
記
所
ニ
在
リ
テ
ハ
附
録
第
十
号
（
イ
）
ノ
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
、
受
託
登
記
所
ニ
在
リ
テ
ハ
同
号
（
ロ
）
ノ
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
夫
夫
其
ノ
作
成
ニ
係
ル
証

券
ニ
押
捺
ス
ベ
シ

嘱
託
登
記
所
ノ
登
記
官
ガ
前
項
ノ
証
券
ヲ
一
括
ス
ル
ニ
ハ
其
ノ
作
成
ニ
係
ル
証
券
ヲ

表
面
ト
為
シ
テ
各
証
券
ヲ
編
綴
シ
毎
葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
ス
ベ
シ
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第
四
十
八
条
　
登
記
官
ハ
申
請
人
ヲ
シ
テ
第
二
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
交
付
シ
タ
ル
受
領
証
ノ
裏
面
ニ
抵
当
証
券
（
及
抵
当
証
券
法
第
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
還
付
書
面
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
書
面
）
受
領
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
シ
且
記
名
セ

シ
メ
タ
ル
上
之
ト
引
換
ニ
抵
当
証
券
（
及
還
付
書
面
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
書
面
）
ヲ
交
付
ス
ベ
シ

第
四
十
九
条
　
抵
当
証
券
法
第
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
還
付
ス
ル
書
面
ニ
ハ
附
録
第
十
四
号
様
式
ニ
依
ル
印
及
登
記
所
ノ
印
ヲ
押
捺
ス
ベ
シ
但
シ
交
付
ス
ベ
キ
証
券
ガ
共
同
証
券
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
右
ノ
印
ニ
ハ
嘱
託
登
記
所
作
成
ノ
証
券

ノ
番
号
ノ
ミ
ヲ
記
入
シ
之
ニ
（
共
）
ナ
ル
文
字
ヲ
冠
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
条
　
登
記
官
抵
当
証
券
ヲ
作
成
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
附
録
第
二
号
様
式
ニ
依
ル
抵
当
証
券
控
用
紙
ニ
其
ノ
抵
当
証
券
ノ
記
載
ト
同
一
ノ
記
載
ヲ
為
シ
且
事
件
番
号
ヲ
附
記
シ
証
券
番
号
順
ニ
依
リ
之
ヲ
抵
当
証
券
控
綴
込
帳
ニ
綴
込
ム

ベ
シ

第
五
十
一
条
　
事
件
番
号
、
催
告
番
号
、
共
同
証
券
嘱
託
簿
番
号
、
共
同
証
券
受
託
簿
番
号
及
受
領
証
原
符
番
号
ハ
年
毎
ニ
更
新
ス
ベ
シ

第
四
章
　
抵
当
証
券
ノ
記
載
ノ
変
更
、
廃
棄
及
再
製
ノ
手
続

第
五
十
二
条
　
登
記
官
ガ
抵
当
証
券
ノ
記
載
ノ
変
更
ヲ
為
ス
ニ
ハ
変
更
欄
ニ
変
更
ノ
事
項
（
変
更
ノ
年
月
日
ヲ
含
ム
）
及
年
月
日
ヲ
記
載
シ
其
ノ
末
尾
ニ
捺
印
シ
且
変
更
前
ノ
記
載
事
項
ヲ
朱
抹
ス
ベ
シ
但
シ
一
証
券
ノ
（
共
同
証
券
ナ

ル
ト
キ
ハ
各
証
券
毎
ニ
其
ノ
）
抵
当
権
ノ
全
部
ガ
消
滅
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
（
但
シ
債
権
全
部
ノ
消
滅
ニ
因
ル
場
合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
証
券
ニ
附
録
第
十
一
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
シ
テ
朱
抹
ニ
代
フ
ベ
シ

前
項
但
書
ノ
印
ヲ
押
捺
シ
タ
ル
証
券
ノ
抵
当
権
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
記
載
ヲ
復
活
ス
ル
ニ
ハ
変
更
欄
ニ
変
更
ノ
記
載
ヲ
為
ス
ノ
外
右
ノ
印
ヲ
朱
抹
シ
傍
ニ
附
録
第
十
二
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
ス
ベ
ク
一
部
復
活
ノ
場
合
ニ
ハ
復

活
セ
ザ
ル
部
分
ノ
目
的
ノ
記
載
ヲ
朱
抹
ス
ベ
シ

変
更
欄
ガ
記
載
ヲ
為
ス
ベ
キ
余
白
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
継
続
用
紙
ヲ
編
綴
シ
毎
葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
ス
ベ
シ

変
更
欄
ノ
記
載
ヲ
為
ス
ニ
ハ
一
事
項
毎
ニ
縦
線
ヲ
劃
ス
ベ
シ

第
五
十
三
条
　
抵
当
証
券
ノ
記
載
ノ
変
更
ヲ
申
請
ス
ル
ニ
ハ
申
請
書
、
抵
当
証
券
及
代
理
人
ニ
依
リ
テ
申
請
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
権
限
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
出
ス
ベ
シ

抵
当
証
券
法
第
十
七
条
前
段
ノ
規
定
ニ
依
リ
前
項
ノ
申
請
ヲ
為
ス
ニ
ハ
変
更
ニ
付
利
害
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
承
諾
書
ヲ
モ
提
出
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
申
請
ハ
申
請
人
（
代
理
人
ニ
依
リ
テ
申
請
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
代
理
人
）
証
券
ヲ
作
成
シ
タ
ル
登
記
所
ニ
出
頭
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
及
第
二
十
六
条
ノ
規
定
ハ
本
条
ノ
申
請
ニ
付
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
四
条
　
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
申
請
書
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
申
請
人
之
ニ
記
名
ス
ベ
シ

一
　
申
請
人
ノ
氏
名
及
住
所

二
　
代
理
人
ニ
依
リ
テ
申
請
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏
名
及
住
所

三
　
抵
当
証
券
ノ
番
号

四
　
変
更
ス
ベ
キ
事
項
（
変
更
ノ
年
月
日
ヲ
含
ム
）

五
　
登
記
所
ノ
表
示

六
　
年
月
日

第
五
十
五
条
　
登
記
官
ハ
抵
当
証
券
ノ
記
載
ノ
変
更
ノ
申
請
ガ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
理
由
ヲ
附
シ
タ
ル
決
定
ヲ
以
テ
之
ヲ
却
下
ス
ベ
シ
但
シ
申
請
ノ
欠
缺
ガ
補
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
登
記
官
ガ

定
メ
タ
ル
相
当
ノ
期
間
内
ニ
申
請
人
ガ
之
ヲ
補
正
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
其
ノ
登
記
所
ノ
管
轄
ニ
属
セ
ザ
ル
ト
キ

二
　
申
請
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
事
項
ガ
登
記
簿
ト
符
合
セ
ザ
ル
ト
キ

三
　
申
請
ノ
権
限
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ノ
申
請
ニ
因
ル
ト
キ

四
　
申
請
書
ガ
方
式
ニ
適
合
セ
ザ
ル
ト
キ

五
　
必
要
ナ
ル
書
面
ヲ
提
出
セ
ザ
ル
ト
キ

第
五
十
六
条
　
債
権
全
部
ノ
消
滅
ニ
因
リ
抵
当
権
ノ
抹
消
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
登
記
官
ハ
抵
当
証
券
ニ
附
録
第
十
三
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
シ
タ
ル
上
之
ヲ
還
納
証
券
綴
込
帳
ニ
綴
込
ム
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
証
券
ガ
共
同
証
券
ナ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
其
ノ
作
成
ニ
係
ル
証
券
ノ
ミ
ニ
前
項
ノ
印
ヲ
押
捺
シ

後
ニ
右
印
ヲ
押
捺
シ
タ
ル
登
記
官
ハ
其
ノ
編
綴
ヲ
解
キ
各
証
券
ヲ
其
ノ
作
成
登
記
所
ニ
送
付
シ
作
成
登
記
所

ニ
於
テ
還
納
証
券
綴
込
帳
ニ
綴
込
ム
ベ
シ

第
五
十
七
条
　
前
条
ノ
規
定
ハ
申
請
ニ
因
リ
抵
当
証
券
交
付
ノ
登
記
ヲ
抹
消
シ
タ
ル
場
合
又
ハ
不
動
産
登
記
法
第
九
十
四
条
第
三
項
ノ
嘱
託
ニ
因
リ
抵
当
証
券
作
成
ノ
登
記
ヲ
抹
消
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
八
条
　
登
記
官
抵
当
証
券
ノ
記
載
ノ
変
更
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
其
ノ
抵
当
証
券
控
ニ
同
一
ノ
変
更
ノ
記
載
ヲ
為
ス
ベ
シ
前
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
抵
当
証
券
ニ
附
録
第
十
三
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
シ
タ
ル
ト
キ
亦
之
ニ
準
ズ

第
五
十
九
条
　
抵
当
証
券
法
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
作
成
ス
ベ
キ
抵
当
証
券
ニ
ハ
曩
ニ
還
納
ヲ
受
ケ
タ
ル
証
券
ノ
記
載
ト
同
一
ノ
記
載
（
登
記
所
ノ
印
、
登
記
官
ノ
印
及
附
録
第
十
三
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
除
ク
）
ヲ
為
シ
之
ニ
同

条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
作
成
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
旨
、
年
月
日
及
登
記
所
ノ
表
示
ヲ
記
載
シ
タ
ル
上
登
記
官
記
名
捺
印
シ
且
登
記
所
ノ
印
ヲ
押
捺
ス
ベ
シ
但
シ
一
証
券
ノ
（
共
同
証
券
ナ
ル
ト
キ
ハ
各
証
券
毎
ニ
其
ノ
）
抵
当
権
ノ
目
的
中
回

復
登
記
ヲ
為
サ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
部
分
ノ
表
示
ハ
之
ヲ
朱
抹
シ
変
更
欄
ニ
其
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
裏
書
及
抵
当
証
券
法
第
二
十
五
条
ノ
記
載
ハ
登
記
官
之
ヲ
為
シ
末
尾
ニ
「
以
上
旧
証
券
ヨ
リ
転
写
ス
」
ナ
ル
文
字
ヲ
記
載
シ
捺
印
ス
ベ
シ

第
六
十
条
　
前
条
ノ
証
券
ガ
共
同
証
券
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
回
復
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
登
記
官
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
証
券
ヲ
旧
証
券
交
付
ノ
登
記
所
ニ
送
付
ス
ベ
シ

旧
証
券
交
付
ノ
登
記
所
ガ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
証
券
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
自
ラ
回
復
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
ハ
旧
証
券
ヲ
作
成
シ
タ
ル
他
ノ
全
部
ノ
登
記
所
ニ
証
券
ノ
作
成
ヲ
嘱
託
ス
ベ
シ

第
六
十
一
条
　
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
証
券
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
又
ハ
証
券
作
成
ノ
嘱
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ニ
於
テ
抵
当
権
ノ
回
復
登
記
ノ
申
請
ナ
キ
ト
キ
ハ
第
五
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
証
券
ニ
附
録
第
十
一
号

様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
シ
変
更
欄
ニ
其
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
六
十
二
条
　
第
五
十
九
条
ノ
証
券
ガ
共
同
証
券
ナ
ル
ト
キ
ハ
旧
証
券
交
付
ノ
登
記
所
ノ
登
記
官
ハ
第
四
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
附
録
第
十
号
（
イ
）
ノ
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
シ
一
括
シ
タ
ル
証
券
ヲ
旧
証
券
ノ
所
持
人
ニ
交
付
ス
ベ
シ

第
六
十
三
条
　
再
交
付
ノ
証
券
ニ
ハ
旧
証
券
ノ
証
券
番
号
ノ
ミ
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
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前
項
ノ
証
券
ニ
付
テ
ハ
第
五
十
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
抵
当
証
券
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
証
券
ヲ
作
成
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
抵
当
証
券
法
第
二
十
五
条
及
裏
書
ノ
記
載
ノ
末

尾
ニ
ハ
「
以
上
申
請
書
ニ
基
キ
記
載
ス
」
ナ
ル
文
字
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

抵
当
証
券
法
施
行
令
第
三
条
第
三
号
ノ
事
項
ハ
変
更
欄
ニ
之
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

第
六
十
四
条
　
証
券
ノ
汚
損
ニ
因
ル
再
交
付
ノ
申
請
ニ
基
キ
証
券
ヲ
再
交
付
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
汚
損
シ
タ
ル
証
券
ニ
付
第
五
十
六
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
シ
共
同
証
券
ナ
ル
ト
キ
ハ
再
交
付
登
記
所
ノ
登
記
官
ニ
於
テ
全
部
ノ
証
券
ニ
附

録
第
十
三
号
様
式
ニ
依
ル
印
ヲ
押
捺
ス
ベ
シ

第
六
十
五
条
　
抵
当
証
券
法
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
証
券
又
ハ
再
交
付
ノ
証
券
ニ
付
テ
ハ
登
記
官
ハ
第
五
十
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
新
ニ
証
券
控
（
此
ノ
証
券
控
ニ
ハ
抵
当
証
券
法
第
二
十
五
条
及
裏
書
ニ
関
ス
ル
記
載
ヲ

モ
記
載
ス
ベ
シ
）
ヲ
作
成
シ
抵
当
証
券
控
綴
込
帳
ニ
之
ヲ
綴
込
ミ
且
其
ノ
直
前
ニ
綴
込
マ
レ
タ
ル
証
券
控
ノ
番
号
ヲ
旧
証
券
控
ニ
記
入
ス
ベ
シ

第
五
章
　
雑
則

第
六
十
六
条
　
削
除

第
六
十
七
条
　
抵
当
証
券
法
施
行
令
第
七
条
及
本
令
第
三
十
八
条
乃
至
第
四
十
一
条
ノ
通
知
ハ
郵
便
、
信
書
便
其
ノ
他
便
宜
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
六
十
八
条
　
抵
当
証
券
法
第
十
条
第
三
項
ノ
公
告
ハ
官
報
及
登
記
事
項
ノ
公
告
ヲ
掲
載
ス
ベ
キ
新
聞
紙
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
六
十
九
条
　
共
同
証
券
ノ
裏
書
及
抵
当
証
券
法
第
二
十
五
条
ノ
記
載
ハ
第
四
十
七
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
編
綴
セ
ラ
レ
タ
ル

表
面
ノ
証
券
ニ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
七
十
条
　
抵
当
証
券
中
裏
書
欄
又
ハ
元
本
又
ハ
利
息
ノ
受
領
欄
ガ
記
載
ヲ
為
ス
ベ
キ
余
白
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裏
書
人
又
ハ
所
持
人
ハ
之
ニ
補
箋
ヲ
貼
附
シ
其
ノ
接
目
ニ
契
印
ス
ベ
シ

第
七
十
一
条
　
抵
当
証
券
法
第
二
十
七
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
証
明
書
ハ
附
録
第
八
号
様
式
ニ
依
リ
作
成
シ
公
証
人
又
ハ
執
行
官
署
名
捺
印
シ
タ
ル
上
之
ヲ
抵
当
証
券
ニ
貼
附
シ
其
ノ
接
目
ニ
契
印
ス
ベ
シ

第
七
十
二
条
　
公
証
人
又
ハ
執
行
官
ガ
前
条
ノ
証
明
書
ヲ
作
成
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
謄
本
ヲ
作
リ
之
ヲ
其
ノ
役
場
又
ハ
勤
務
ス
ル
裁
判
所
ニ
備
ヘ
置
ク
ベ
シ

前
項
ノ
証
明
書
ガ
滅
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
利
害
関
係
人
ハ
其
ノ
謄
本
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
三
条
　
抵
当
証
券
法
第
三
十
条
第
二
項
又
ハ
同
法
第
三
十
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ノ
裁
判
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
所
持
人
ガ
其
ノ
前
者
ヨ
リ
償
還
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
抵
当
証
券
ト
共
ニ
其
ノ
裁
判
ノ
正
本
ヲ
モ
交
付
ス
ベ
シ

第
七
十
四
条
　
抵
当
証
券
ノ
抵
当
権
ノ
目
的
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
競
落
ニ
因
ル
配
当
ヲ
実
施
シ
タ
ル
裁
判
所
ガ
其
ノ
抵
当
権
ノ
抹
消
登
記
ノ
嘱
託
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
当
該
競
売
ノ
申
立
又
ハ
配
当
金
受
領
等
ノ
為
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
抵

当
証
券
ア
ル
ト
キ
ハ
第
五
十
二
条
又
ハ
第
五
十
六
条
ノ
手
続
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
為
之
ヲ
登
記
所
ニ
送
付
ス
ベ
シ
抹
消
登
記
嘱
託
後
配
当
金
受
領
ノ
為
抵
当
証
券
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

共
同
証
券
ニ
関
シ
数
個
ノ
登
記
所
ニ
前
項
ノ
抹
消
登
記
ノ
嘱
託
ヲ
為
ス
場
合
又
ハ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
一
ノ
登
記
所
ニ
証
券
ヲ
送
付
シ
其
ノ
登
記
所
ヨ
リ
順
次
他
ノ
登
記
所
ニ
之
ヲ
転
送
ス
ベ
キ
旨
ヲ
嘱
託
ス
ベ
シ

前
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
証
券
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ガ
証
券
ヲ
所
持
人
ニ
還
付
ス
ル
ニ
ハ
嘱
託
裁
判
所
ヲ
経
由
ス
ベ
シ

附
　
則

本
令
ハ
昭
和
六
年
八
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
六
月
一
日
法
務
府
令
第
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
三
月
八
日
法
務
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
抵
当
証
券
の
交
付
の
申
請
が
あ
り
、
ま
だ
抵
当
証
券
を
交
付
し
て
い
な
い
事
件
に
も
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
二
〇
日
法
務
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
抵
当
証
券
控
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求
等
に
関
す
る
手
数
料
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
年
司
法
省
令
第
二
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
月
三
一
日
法
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
九
月
三
日
法
務
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
二
月
四
日
法
務
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
抵
当
証
券
及
び
抵
当
証
券
控
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
抵
当
証
券
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
抵
当
証
券
及
び
抵
当
証
券
控
と
み
な
す
。

（
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
の
使
用
に
つ
い
て
の
暫
定
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
附
録
第
一
号
又
は
附
録
第
二
号
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
附
録
第
一
号
又
は
附
録
第
二
号
の
様
式
に
よ
り
調
製
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

5



附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
四
日
法
務
省
令
第
三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
登
記
特
別
会
計
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
五
十
四
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
つ
て
納
付
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
申
請
書
又
は
請
求
書
に
は
つ
て
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
一
月
一
日
法
務
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
八
日
法
務
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
住
組
合
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
の
手
続
に
関
す
る
省
令
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
農
住
組
合
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
の
手
続
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
三
十
五
号
）

二
　
集
落
地
域
整
備
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
の
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
元
年
法
務
省
令
第
一
号
）

三
　
市
民
農
園
整
備
促
進
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
の
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
三
十
五
号
）

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
二
二
日
法
務
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
法
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
登
記
印
紙
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
三
百
八
十
二
条
の
規
定
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
　
　
　
号
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
収
入
印
紙
又
は
登
記
印
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
又
は
登
記
印
紙
を
請
求
書
、
嘱
託
書
又
は
申
請
書
に
貼
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
一
日
法
務
省
令
第
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
八
日
法
務
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
登
記
、
筆
界
特
定
、
抵
当
証
券
交
付
、
抵
当
証
券
の
記
載
の
変
更
及
び
鉱
害
賠
償
の
登
録
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
不
動
産
登
記
規
則
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

の
二
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
省
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
百
九
条
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
抵
当
証
券
法
施
行
細
則
第
二
十
二
条
（
同
令
第
五
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉱
害
賠
償
登
録
規
則
第
二
十
条
の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
担
保
登
記
規
則
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
船
舶
登
記
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
法
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
〇
日
法
務
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
二
二
日
法
務
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
録
第
一
号
（
イ
）
（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
）

　
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ｂ
列
四
番

　
用
紙
　
法
務
省
ノ
三
文
字
白
ス
キ

6



（
表
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
青
色
、
ニ
ブ
黄
緑
色
、
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

（
裏
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

7



附
録
第
一
号
（
ロ
）
（
第
四
十
四
条
第
三
項
関
係
）

　
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ｂ
列
五
番

　
用
紙
　
法
務
省
ノ
三
文
字
白
ス
キ

（
表
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
青
色
、
ニ
ブ
黄
緑
色
、
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

8



（
裏
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
青
色
、
ニ
ブ
黄
緑
色
、
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

9



附
録
第
一
号
（
ハ
）
（
第
四
十
四
条
第
三
項
関
係
）

　
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ｂ
列
五
番

　
用
紙
　
法
務
省
ノ
三
文
字
白
ス
キ

（
表
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

10



（
裏
面
）

　
地
紋
　
ニ
ブ
紫
色

　
文
字
　
黒

　
輪
郭
　
茶
色

11



附
録
第
二
号
（
イ
）
（
第
五
十
条
関
係
）

（
表
面
）

12



（
裏
面
）

13



附
録
第
二
号
（
ロ
）
（
第
五
十
条
関
係
）

（
表
面
）

14



（
裏
面
）

15



附
録
第
二
号
（
ハ
）
（
第
五
十
条
関
係
）

（
表
面
）

16



（
裏
面
）

17



附
録
第
三
号
（
第
三
条
関
係
）

18



附
録
第
四
号
（
第
四
条
関
係
）

19



附
録
第
五
号
（
第
五
条
関
係
）

20



附
録
第
六
号
（
第
六
条
関
係
）

21



附
録
第
七
号
（
第
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
関
係
）

（
表
面
）

（
裏
面
）

22



附
録
第
八
号
（
第
七
十
一
条
関
係
）

23



附
録
第
九
号
（
第
四
十
五
条
関
係
）

附
録
第
十
号
（
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
関
係
）

（
イ
）

（
ロ
）

附
録
第
十
一
号
（
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
関
係
）

附
録
第
十
二
号
（
第
五
十
二
条
第
二
項
関
係
）

24



附
録
第
十
三
号
（
第
五
十
六
条
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
関
係
）

附
録
第
十
四
号
（
第
四
十
九
条
関
係
）

25


